
国道９号吉敷中電線共同溝ＰＦＩ事業の実施に関する方針等の訂正表（第１回）

令和６年９月３日に公表した「国道９号吉敷中電線共同溝ＰＦＩ事業 入札説明書」に関し、以下のとおり訂正する。

国道９号吉敷中電線共同溝ＰＦＩ事業　入札説明書等の訂正表（第一回）

No 資料名 頁数 大項目 中項目 小項目 項目名 訂正前 訂正後

1
添付１

事業契約書（案）
22 第4 52 2

電線共同溝工事業務
の実施

２　事業者は、電線共同溝工事業務着手時に、現場代理人及び事業計画書に記載し
た建設業法第26 条に規定する監理技術者を専任で配置させ、その氏名及びその他
必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とす
る。

２　事業者は、電線共同溝工事業務着手時に、現場代理人及び事業計画書に記載し
た建設業法第26 条に規定する監理技術者を専任で配置させ、その氏名及びその他必
要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とす
る。なお、当該監理技術者については、特別なやむを得ない理由（死亡、病気、出産、
育児、介護、退職等）がある場合を除き、原則として変更を認めない。

2
添付３

様式集及び記載要領
見積単価表

第２３号
注記追加

3
添付３

様式集及び記載要領
見積単価表

第２４号
１ｋｍ当たり単価表 １００ｍ２当たり単価表

注記追加

4
添付３

様式集及び記載要領
見積単価表

第２５号
１ｋｍ当たり単価表 １００ｍ２当たり単価表

注記追加

5
添付３

様式集及び記載要領
見積単価表

第２６号
１ｋｍ当たり単価表 １００ｍ２当たり単価表

注記追加

6
添付３

様式集及び記載要領
見積単価表

第２７号
１ｋｍ当たり単価表 １００ｍ２当たり単価表

注記追加

7
添付３

様式集及び記載要領
見積単価表

第２８号
注記追加

8
添付５

業務等の監視及び改善要求措置
要領

12 第7 1 （1）
整備業務に係る提案
等の要求水準の未達

成による減額等

整備業務に係る提案等が、改善勧告及び改善・復旧の措置を講じてもなお達成されな
いことが明らかになった場合は、当該時点の事業費内訳書等に基づき、当該部分に係
る施設整備費相当額の減額及び事業契約書に定めるところによる違約金の請求を行
うことができるものとする。

整備業務に係る提案等が、改善勧告及び改善・復旧の措置を講じてもなお達成されな
いことが明らかになった場合は、当該時点の事業費内訳書等に基づき、当該部分に係
る施設整備費相当額の減額及び本件工事費等の 10 分の１に相当する額の違約金の
請求を行うことができるものとする。



国道９号吉敷中電線共同溝ＰＦＩ事業　入札説明書等の訂正表（第一回）

No 資料名 頁数 大項目 中項目 小項目 項目名 訂正前 訂正後

9
添付５

業務等の監視及び改善要求措置
要領

12 第7 1 （2）
維持管理業務に係る
提案等の要求水準の
未達成による減額等

維持管理業務に係る提案等が、維持管理業務の開始前に達成されないことが明らか
になりその修補を行うことが極めて困難である場合又は維持管理業務の開始後に改
善勧告及び改善・復旧の措置を講じてもなお達成されないことが明らかになりその修
補を行うことが極めて困難である場合は、当該時点の事業費内訳書等に基づき、当該
内容に係る維持管理費相当額の減額を行い、さらに事業契約書に定めるところによる
違約金の請求を行うことができるものとする。

維持管理業務に係る提案等が、維持管理業務の開始前に達成されないことが明らか
になりその修補を行うことが極めて困難である場合又は維持管理業務の開始後に改
善勧告及び改善・復旧の措置を講じてもなお達成されないことが明らかになりその修
補を行うことが極めて困難である場合は、当該時点の事業費内訳書等に基づき、当該
内容に係る維持管理費相当額の減額を行い、さらに該当年度の維持管理費及び該当
年度のその他費用の10 分の１に相当する額の違約金の請求を行うことができるものと
する。

10
添付６

事業費の算定及び支払い方法
3 第２ 3 （１）

②割賦手数料
イ　基準金利

当初の基準金利（以下「当初基準金利」という。）は、本施設の引渡予定日（令和14年
３月31日）の２営業日前（以下「当初金利確定日」という。）に確定することと
し、第17回の支払いまで適用する。
基準金利は令和24年３月31日の２営業日前（以下「見直し金利確定日」という。）に見
直しを行うものとし、当初基準金利の料率と当該見直した基準金利（以下「見直し基準
金利」という。）の料率が異なる場合は、見直し基準金利を第11回目以降の支払いに
適用し、割賦手数料の契約変更を行うものとする。ただし、基準金利がマイナスとなっ
た場合、基準金利はゼロとする。

当初の基準金利（以下「当初基準金利」という。）は、本施設の引渡予定日（令和14年３
月31日）の７営業日前（以下「当初金利確定日」という。）に確定することと
し、第17回の支払いまで適用する。
基準金利は令和24年３月31日の７営業日前（以下「見直し金利確定日」という。）に見
直しを行うものとし、当初基準金利の料率と当該見直した基準金利（以下「見直し基準
金利」という。）の料率が異なる場合は、見直し基準金利を第11回目以降の支払いに
適用し、割賦手数料の契約変更を行うものとする。ただし、基準金利がマイナスとなっ
た場合、基準金利はゼロとする。

11
添付９

入札時積算数量図面書

現場説
明書追
加事項

共通仮
設費

安全費
架空電線防護費用として、L=120.4m見込んでいるが、架空電線に近接した工事の施
工にあたっての架空電線管理者（防護管施工会社含む）との協議により、防護管設置
の費用負担に求められた場合、その費用については、設計変更の対象とする。

架空電線防護費用として、L=120.4m見込んでいる。

12
添付９

入札時積算数量図面書

現場説
明書追
加事項

業務委
託料

業務委託
料

別紙－１
詳細設計業務
数量総括表

３Ｄレーダ探査（測線設定（地下部））　２．６ｋｍ
３Ｄレーダ探査（埋設物調査（地下部））　２．６ｋｍ
３Ｄレーダ探査（埋設管データ解析（地下部））　２．６ｋｍ
３Ｄレーダ探査（解析結果図面作成（地下部））　２．６ｋｍ
地盤変動影響調査　１式

３Ｄレーダ探査（測線設定（地下部））　１５，６００ｍ２
３Ｄレーダ探査（埋設物調査（地下部））　１５，６００ｍ２
３Ｄレーダ探査（埋設管データ解析（地下部））　１５，６００ｍ２
３Ｄレーダ探査（解析結果図面作成（地下部））　１５，６００ｍ２
電線共同溝点検　１式

13
添付９

入札時積算数量図面書

現場説
明書追
加事項

業務委
託料

業務委託
料

別紙－２
見積参考資料

【設計及び調査】

【設計マネジメント業務】
１．設計マネジメントにおける条件は、下記のとおり見込んでいる。
　①１月当たり日数：１９．５人／月

【設計マネジメント業務】
１．設計マネジメントにおける条件は、下記のとおり見込んでいる。
　①１月当たり日数：１９．５日／月

14
添付９

入札時積算数量図面書

現場説
明書追
加事項

業務委
託料

業務委託
料

別紙－２
見積参考資料

【設計及び調査】

【工事マネジメント業務】
１．工事マネジメントにおける条件は、下記のとおり見込んでいる。
　①１月当たり日数：１９．５人／月

【工事マネジメント業務】
１．工事マネジメントにおける条件は、下記のとおり見込んでいる。
　①１月当たり日数：１９．５日／月


